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(５) 第三者及びその財産、受注者、使用人並びに調査職員の安全確保のため必要があると認めた場合 

(６) 前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合 

２ 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と

認めた場合には、調査業務等の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。 

３ 前２項の場合において、受注者は屋外で行う調査業務等の現場の保全については、調査職員の指示

に従わなければならない。 

第第127条 発注者の賠償責任 

発注者は、以下の各号に該当する場合には、損害の賠償を行わなければならない。 

(１) 契約書第26条に規定する一般的損害、契約書第27条に規定する第三者に及ぼした損害について、

発注者の責に帰すべきものとされた場合 

(２) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合 

第128条 受注者の賠償責任 

受注者は、以下の各号に該当する場合には、損害の賠償又は履行の追完を行わなければならない。 

(１) 契約書第26条に規定する一般的損害、契約書第27条に規定する第三者に及ぼした損害について、

受注者の責に帰すべきものとされた場合 

(２) 契約書第39条に規定する契約不適合責任として請求された場合 

(３) 受注者の責により損害が生じた場合 

第129条 部分使用 

１ 発注者は、次の各号に掲げる場合には、契約書第32条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を

請求することができるものとする。 

(１) 別途調査業務等の使用に供する必要がある場合 

(２) その他特に必要と認められた場合 

２ 受注者は、部分使用に同意した場合には、部分使用承諾書を発注者に提出しなければならない。 

第130条 再委託 

１ 契約書第６条第１項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者は、こ

れを再委託することはできない。 

(１) 調査業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等 

(２) 解析業務における手法の決定及び技術的判断 

２ 契約書第６条第３項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、速

記録の作成、トレース、模型製作、計算処理（単純な電算処理に限る）、データ入力、アンケート票

の配布、資料の収集・単純な集計、電子納品の作成作業、その他特記仕様書に定める事項とする。 

３ 受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の業務の再委託にあたっては、事前に発注者の 

承諾を得なければならない。 

４ 受注者は、調査業務等を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくと
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ともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに調査業務等を実施しなければならない。なお、協力

者が、富山県の建設工事に係る地質調査等の業務入札参加資格者である場合は、指名停止期間中であ

ってはならない。 

第第131条 成果品の使用等 

１ 受注者は、契約書第５条第６項の定めに従い、発注者の承諾を得て単独で又は他の者と共同で、成

果品を発表することができる。 

２ 受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている設計方法等の使用に関し、設計

図書に明示がなく、その費用負担を契約書第７条に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条

件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。 

第132条 守秘義務 

１ 受注者は、契約書第１条第５項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らして

はならない。 

２ 受注者は、当該業務の結果（業務処理の過程において得られた記録等を含む）を第三者に閲覧させ、

複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときはこの限りではな

い。 

３ 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第112条に示す業務計

画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用して

はならない。 

４ 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後

においても第三者に漏らしてはならない。 

５ 取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに当該業務のみに

使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送等しないこと。 

６ 受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料（書面、電子媒体）について、発注者

への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。 

７ 受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が

認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。 

第133条 個人情報取扱特記事項 

１ 基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取

扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成

15年5月30日法律第57号）、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律

第58号）、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号

）等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の

個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 
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第第134条 安全等の確保 

１ 受注者は、承認なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為等、公衆に迷惑を及ぼす作業方

法を採用してはならない。 

２ 受注者は、屋外で行う調査業務等の実施に際しては、調査業務等関係者だけでなく、付近住民、通

行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。 

３ 受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、

労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、調査業務等実施中の安全を確保しなけ

ればならない。 

４ 受注者は、業務箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要

な防護工等の措置について事前に調査職員に報告のうえ、対応しなければならない。 

５ 受注者は、業務現場が危険なため、一般立ち入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な

柵を設けるとともに「立入禁止」の標示をしなければならない。 

６ 受注者は、屋外で行う調査業務等の実施にあたり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の

徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。 

７ 受注者は、屋外で行う調査業務等の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生

法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。 

８ 受注者は、屋外で行う調査業務等の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守

しなければならない。 

(１) 屋外で行う調査業務等に伴い伐採した立木等を野焼きしてはならない。なお、処分する場合は関

係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。 

(２) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止しなければならない。 

(３) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には周辺に火気の使用を禁止す

る旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 

９ 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係

官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。 

10 受注者は、屋外で行う調査業務等の実施に当たっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害

に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。また、

災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。 

11 受注者は、屋外で行う調査業務等実施中に事故等が発生した場合には、ただちに調査職員に報告す

るとともに、調査職員が指示する様式により事故報告書を速やかに調査職員に提出し、調査職員から

指示がある場合にはその指示に従わなければならない。 

第135条 臨機の措置 

１ 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。ま

た、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに調査職員に報告しなければならない。 
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２ 調査職員は、天災等に伴い成果品の品質および履行期間の遵守に重大な影響があると認められると

きは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。 

第第136条 履行報告 

 受注者は、契約書第14条の規定に基づき、業務履行報告書を調査職員に提出しなければならない。 

第137条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更 

１ 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する

必要がある場合は、あらかじめ調査職員と協議するものとする。 

２ 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、閉庁日又は夜間

に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって調査職員に提出しなければならない。 

第138条 行政情報流出防止対策の強化 

１ 受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、第112条で

示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする 

２ 受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。 

（関係法令等の遵守） 

行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を

遵守するものとする。 

（行政情報の目的外使用の禁止） 

受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用

してはならない。 

（社員等に対する指導） 

１）受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者

並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員（以下「社員等」という。）に対し行政情報

の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。 

２）受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。 

３）受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し

本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。 

（契約終了時等における行政情報の返却） 

受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報（発注者の許可を得て複製した

行政情報を含む。以下同じ。）については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注

者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施において

付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。 

（電子情報の管理体制の確保） 

１）受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者（以下「情報管理責任者」という。）

を選任及び配置し、第112条で示す業務計画書に記載するものとする。 

２）受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 
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第第４章 サウンディング 

第１節 標準貫入試験 

第401条 目 的 

  標準貫入試験は、原位置における地盤の硬軟や、締り具合の判定、及び土層構成を把握するため

の試料採取することを目的とする。 

第402条 試験等 

１ 試験方法及び器具は、JIS A 1219（標準貫入試験方法）によるものとする。 

２ 試験の開始深度は、設計図書によるものとする。 

３ 試験は、原則として１ｍごとに実施すること。ただし、サンプリングする深度、本試験が影響す 

ると考えられる原位置試験深度はこの限りではない。 

４ 打込完了後ロッドは、１回転以上してからサンプラーを静かに引き上げなければならない。 

５ サンプラーの内容物は、スライムの有無を確認して採取長さを測定し、土質・色調・状態・混入

物等を記録した後、保存しなければならない。 

第403条 成果品 

  試験結果及び保存用試料は、JIS A 1219（標準貫入試験方法）及び「地質・土質電子納品要領(案)」、

またはボーリング柱状図作成要領（案）に従って整理し提出するものとする。 

 

第２節 スウェーデン式サウンディング試験 

第404条 目  的 

  スウェーデン式サウンディング試験は、深さ10ｍ程度の軟弱地盤における土の静的貫入抵抗を測

定し、その硬軟若しくは締まり具合または土層の構成を判定することを目的とする。 

第405条 試験等 

１ 試験方法及び器具は、JIS A 1221（スウェーデン式サウンディング試験方法）によるものとする。 

２ 試験中、スクリューポイントの抵抗と貫入中の摩擦音等により土質を推定し、可能な場合は、土

質名とその深度を記録するものとする。 

３ 試験中、目的の深度に達する前までに、礫などにあたり試験が不可能になった場合は調査職員と

協議しなければならない。 

４ 試験終了後、地下水が認められた場合、可能な限り水位を測定し記録するものとする。 

第406条 成果品 

  成果品は、次のものを提出するものとする。 

（１）調査位置案内図・調査位置平面図・土質又は地質断面図（着色を含む）。 

（２）試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙のJIS A 1221（スウェーデン式サウンディング

試験方法）に準拠して整理し提出するものとする。 
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第第３節 機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験 

第407条 目  的 

  機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験は、軟弱地盤の原位置における土のコーン貫

入抵抗を測定し、土層の硬軟、締まり具合、又はその地盤構成を判定することを目的とする。 

第408条 試験等 

１ 試験方法及び器具は、JIS A 1220（機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験方法）に

よるものとする。 

２ 先端抵抗測定中および外管圧入中に貫入抵抗が著しく変化する場合には、その深度においても測

定するものとする。 

３ 試験中、目的の深度まで達する前に、礫などにあたり試験が不可能になった場合は、調査職員と

協議するものとする。 

第409条 成果品 

  成果品は、次のものを提出するものとする。 

（１）調査位置案内図、調査位置平面図 

（２）試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告用紙を使用してJIS A 1220（機械式コーン（オランダ

式二重管コーン）貫入試験方法）に準拠して整理するものとする。 

 

第４節 ポータブルコーン貫入試験 

第410条 目  的 

  ポータブルコーン貫入試験は、浅い軟弱地盤において人力により原位置における土の静的貫入抵

抗を測定し、土層の硬軟、締り具合を判定することを目的とする。 

第411条 試験等 

１ 試験方法及び器具は、JGS1431（ポータブルコーン貫入試験方法）によるものとする。 

２ 貫入方法は人力による静的連続圧入方式とする。 

３ 予定深度に達しない場合で試験が不可能となった場合は、位置を変えて再度試験を行うものとす

る。 

４ 単管式コーンペネトロメーターの計測深さは、原則として３ｍまでとする。 

第412条 成果品 

  成果品は、次のものを提出するものとする。 

（１）調査位置案内図、調査位置平面図 

（２）試験結果を地盤工学会記録用紙、報告書用紙のJGS1431（ポータブルコーン貫入試験方法）に準

拠して整理したもの。 
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第第５節 簡易動的コーン貫入試験 

第413条 目的 

簡易動的コーン貫入試験は、斜面や平地における地盤表層部の動的な貫入抵抗を測定し、その硬

軟若しくは支持力を判定することを目的とする。  

第414条 試験等 

１．試験方法及び器具は、JGS1433（簡易動的コーン貫入試験）によるものとする。 

２．貫入方法は鋼製ハンマーを自由落下させる方法とする。 

３．コーンに付着した土の観察、ロッドに付着した地下水位の状況、傾斜地作業では斜面の傾斜

角度をできるかぎり記録するものとする。 

４．試験中、目的の深度に達する前に礫などにあたり試験が不可能になった場合は調査職員と協

議するものとする。 

第415条 成果品 

成果品は、次のものを提出するものとする。 

（１）調査位置案内図、調査位置平面図 

（２）試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙のJGS1433（簡易動的コーン貫入試験方  

法）に準拠して整理し提出するものとする。 
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第第５章 原位置試験 

第１節 孔内水平載荷試験（プレッシャーメータ試験） 

第501条 目  的 

  孔内水平載荷試験（プレッシャーメータ試験）は、ボーリング孔壁に対し、垂直方向へ加圧し、

地盤の変形特性及び強度特性を求めることを目的とする。 

第502条 試験等 

１ 試験方法及び器具はJGS1421（孔内水平載荷試験方法【地盤のプレッシャーメータ試験】)による

ものとする。 

２ 試験に際しては、目的や地質条件を考慮して適切な箇所を選定するものとする。 

３ 測定 

  孔内水平載荷試験（プレッシャーメータ試験）は、等圧分布載荷法又は等変位載荷法によるもの

とする。 

（１）点検とキャリブレーション 

   試験に先立ち、試験装置は入念な点検とキャリブレーションを行わなければならない。 

（２）試験孔の掘削と試験箇所の確認 

   試験孔の孔壁は試験精度をよくするために孔壁を乱さないように仕上げなければならない。 

   なお、試験に先立って試験箇所の地質条件等の確認を行うものとする。 

（３）試験は掘削終了後、速やかに実施しなければならない。 

（４）最大圧力は試験目的や地質に応じて適宜設定するものとする。 

（５）載荷パターンは試験目的、地質条件等を考慮し適切なものを選ばなければならない。 

（６）加圧操作は速やかに終え、荷重および変位量の測定は同時に行う。 

   測定間隔は、孔壁に加わる圧力を19.6KN/㎡ピッチ程度または、予想される最大圧力の1/10～

1/20の荷重変化ごとに測定し、得られる荷重強度～変位曲線ができるだけスムーズな形状になる

ようにしなければならない。 

第503条 成果品 

  成果品は、次のものを提出するものとする。 

（１）試験箇所、試験方法、地盤状況、測定値 

（２）重荷強度―変位曲線 

（３）地盤の変形係数 

（４）試験の結果を地盤工学会記録用紙、報告書用紙のJGS1421（孔内水平載荷試験方法【地盤のプレ

ッシャーメータ試験】)に準拠して整理したもの。 

 


